
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人両名の弁護人太田惺の上告趣意第一点について

　所論は、憲法三七条一項、三項違反をいうが、第一審が辞任届を提出している国

選弁護人を解任しないで弁護人不出廷のまま本件の審理判決をしたこと及び国選弁

護人の辞任理由について事実の取調べをしたことに違法はないとした原審の判断は、

正当であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

　同第二点について

　所論は、憲法三七条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。

　同第三点について

　所論のうち、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反をいう点は、第一審裁

判所が被告人ら及び弁護人らの要求する事前の統一折衝及び審理方式をいれなかつ

た点に違法はないとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余

は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

　同第四点について

　所論は、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反をいうが、被告人らに対す

る退廷命令は、被告人らが裁判長の訴訟指揮に従わず、法廷の秩序を乱したため採

られた措置であつて、第一審裁判所が被告人ら不在のまま審理判決したことはやむ

をえないところであるとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、適

法な上告理由にあたらない。

　同第五点について

　所論は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法
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令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

　よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

　　昭和五一年一二月一七日
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